
小平市議会定例会一般質問通告書

質問件名　小平市でも積極的に多文化共生の推進を

質問要旨　東京都の統計では、小平市の外国人人口は、令和3年、4年は減少しましたが、今年1月1日現在
では5,458人と過去最多になりました。総務省が平成18年に公表し、令和２（2020）年９月に改訂した「地域に
おける多文化共生推進プラン」は、市区町村に多文化共生の推進に関する指針・計画の策定を求めていま

す。市は、今年3月までに策定予定の文化スポーツ推進計画の素案で、施策10として多様性への理解と多文
化共生社会づくりを掲げました。多文化共生推進に向けての取組をお聞きします。

1. 小平市文化スポーツ推進計画素案について
（１）素案への意見募集で集まった意見の件数と、そのうち文化芸術の施策10についての意見の数と
主な内容は。

（２）素案をつくるにあたって、外国籍の方の意見は収集しましたか。収集していない場合はその理由を

お教えください。

（３）施策10では、「外国人住民も地域のコミュニティに関わることで、相互理解を深めていきます」、「多
文化共生の推進のための調査や、庁内外で連携しやすい環境の整備を図ることを検討します」とあり

ますが、外国人住民も地域のコミュニティに関わるための方策や、多文化共生の推進のための調査、

庁内外で連携しやすい環境の整備として、どのようなことを想定しているのかお教えください。

（４）東村山市では、「多文化共生推進プラン」を平成26年2月に策定し、同年10月に「多文化共生推進
プラン推進等協議会」を設置しました。現在、同協議会は、学識経験者を会長として、国際交流関係団

体から4名、外国籍市民3名、公募市民2名の計10名で、プランの推進や見直しについて年5回程度協
議しています。また、新宿区多文化共生まちづくり会議や、練馬区国際交流・多文化共生事業推進連

絡会も、学識経験者や、外国人を含む区民委員、多文化共生の活動団体や日本語教室の代表、商店

会など地域団体の代表などで構成され、年に1回～6回程度開催されています。小平市でもそのような
協議会をつくることから始めてはいかがでしょうか。

2. 小平市国際交流協会（ＫＩＦＡ）が昨年度末に市長あてに提出した「多文化共生に関する提言」では、多
文化共生に必要な取り組みとして、外国籍住民への生活支援（生活相談及び情報提供等）や防災支

援、市民一人ひとりが外国籍住民への差別や偏見をなくす啓発活動、等が上げられました。市は、こ

れらの提言にどう対応しますか。

3. 東村山市は、市民相談・交流課で外国語での相談を週4～5日受け付けていますが、小平市には、外
国籍住民向けの相談窓口がありません。出入国在留管理庁は、在留外国人の在留手続、雇用、医

療、福祉、出産・子育て・子どもの教育等の生活に関する相談を多言語で受けるワンストップの一元的

相談窓口の設置・拡充および運営に必要な経費を交付する外国人受入環境整備交付金を設けていま

す。小平市もこの交付金を活用して一元的相談窓口を設置してはどうか。

4. 新宿区では、新規に住民登録する外国人に行政や地域の情報を提供する「新宿生活スタートブック」
を多言語で発行しているほか、町会・自治会の活動を知ってもらうためのパンフレットを英語、中国語、

韓国語、日本語ルビ付きで発行しています。小平市に新規に住民登録する外国人向けに、KIFAを案
内するチラシなど、生活情報を多言語で提供できないか。

5. 災害時の外国人対応について　
（１）災害時に、語学ボランティア等を派遣するよう津田塾大学と災害協定を結んでいますが、何名くら

いのボランティアをどこに派遣するようになっているのか、協定の内容をお教えください。

（２）練馬区では、災害時に取るべき行動や日頃からの備えについてまとめた「防災の手引き」の外国

語版（英語、中国語、韓国語）を作成、配布しているほか、外国人向けの防災講座を開催しています。

府中市でもやさしい日本語での外国人向け防災ガイドを発行しています。小平市でも外国籍住民への

防災支援として、同様の取り組みをできないでしょうか。

6. 国民健康保険税に関する取組　
（１）国民健康保険税では、外国人の滞納の方の割合が比較的高いとのことです。国民健康保険に加

入している外国人の人数、国民健康保険税の滞納者数と、そのうち外国人の人数をお教えください。

（２）滞納者への対応として、督促状を出した後に、電話催告、訪問催告を行い、それでも納付されない

場合は催告状、差し押さえ警告書を出し、差し押さえに至るという流れかと思います。それぞれの段階

での外国人の人数をお教えください。



7. 外国籍の子どもの就学や就園等、教育について　
（１）市内の外国人のうち、小・中学校の学齢期の子どもの人数と、市立小・中学校に就学している子

の人数、就学していない場合の理由がわかればお教えください。

(2)市立小・中学校の児童生徒に対する日本語学習支援は、何名の講師で、何名に対して、どんな頻
度で行っているか。

(3)ＫＩＦＡの子ども日本語教室や、市民ボランティアが市内の公民館で行っている日本語教室を市とし
て支援できないか。

(4)新宿区では、外国人向け保育園のしおりを英語、中国語、韓国語で発行しているが、小平市でも必
要ではないか。

(5) 令和4年度一般会計補正予算（第2号）に入った外国人向け幼稚園等、多様な集団活動事業の利
用支援の実施状況は。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上記のとおり、小平市議会会議規則第57条第2項により通告します。

令和5年2月16日　小平市議会議長　殿　　　　小平市議会議員　氏名　　水口　かずえ　　　


